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B O X

I n f o r m a t i o n

　　…問い合わせ先
　　…申し込み先
問
申

納
期
限
と
口
座
振
替
日
の
お
知
ら
せ

　
１
月
４
日
は
、

・
保
育
料（
12
月
分
）

の
納
期
限
お
よ
び
口
座
振
替
日
で
す
。
忘
れ

ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
場
合
は
残
高
の
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

  

福
祉
事
務
所
こ
ど
も
政
策
係

☎
72

－

１
１
２
３

納
期
限
と
口
座
振
替
日
の
お
知
ら
せ

　
12
月
25
日
は
、

①
固
定
資
産
税（
４
期
）

②
国
民
健
康
保
険
税（
６
期
）

③
介
護
保
険
料（
５
期
）

④
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
６
期
）

子
育
て

問

お
知
ら
せ

の
納
期
限
お
よ
び
口
座
振
替
日
で
す
。
忘
れ

ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
場
合
は
残
高
の
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

  

税
務
課
☎
72

－

１
１
１
５

～
串
間
市
の
農
家
の
皆
さ
ま
へ
～

　
肥
料
価
格
高
騰
対
策
事
業（
化
学
肥
料
低

減
定
着
対
策
）
の
一
環
と
し
て
、
農
家
の
皆

さ
ま
の「
化
学
肥
料
の
２
割
低
減
に
向
け
た

取
り
組
み
」
の
定
着
に
向
け
た「
地
域
の
取

り
組
み
」
を
支
援
す
る
追
加
対
策
を
実
施
し

ま
す
！

●
補
助
対
象
者

　
６
月
１
日
か
ら
12
月
末
日
ま
で
に
、
J
A

堆
肥
セ
ン
タ
ー
の
堆
肥
を
購
入
し
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
生
産
者
。

① 

肥
料
価
格
高
騰
対
策
事
業
の
取
り
組
み
実

績
が
あ
る

② 

農
産
物
の
販
売
実
績
の
あ
る
農
業
者（
経

営
主
）【
令
和
４
年
の
確
定
申
告
ま
た
は

所
得
証
明
】

③ 

認
定
新
規
就
農
者（
青
年
等
就
農
計
画
の

認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
）

●
申
請
受
付
時
の
提
出
書
類

・ 

前
記
の
②
に
該
当
す
る
生
産
者
は
、
令
和

４
年
分
確
定
申
告
書（
写
し
）
ま
た
は
令

和
４
年
の
所
得
証
明
書
を
提
出
く
だ
さ
い
。

・ 

前
記
の
②
と
③
に
該
当
す
る
生
産
者
は
、

支
援
金
入
金
先
通
帳
の
コ
ピ
ー
（
表
紙
、

１
ペ
ー
ジ
目
、
２
ペ
ー
ジ
目
）を
提
出
く

だ
さ
い
。

問

●
交
付
単
価

　

 

交
付
単
価
：
4
，0
0
0
円
以
内
／
ト
ン

※ 

た
だ
し
、
予
算
を
超
過
し
た
場
合
は
、
交

付
単
価
を
調
整
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
受
付
方
法

　
申
請
受
付
方
法
に
つ
い
て
は
、
J
A
堆
肥

セ
ン
タ
ー
の
堆
肥
購
入
実
績
に
基
づ
き
、
別

途
購
入
生
産
者
へ
ご
案
内
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。

　

  

農
業
振
興
課
園
芸
特
産
係

☎
55

－

１
１
５
０

「�

成
長
で
き
る
舞
台
」�

自
衛
官
な
ど
募
集

【
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒（
一
般
）】

●
資
格
＝
17
歳
未
満
の
男
子

　
※
中
卒（
見
込
み
）を
含
む

●�

受
付
期
間
＝
10
月
１
日（
日
）
～
令
和
６

年
１
月
５
日（
金
）

●
試
験
期
日

・ 

一
次
＝
令
和
６
年
１
月
14
日（
日
）（
宮
崎
地

方
協
力
本
部
）

・ 

二
次
＝
令
和
６
年
１
月
26
日（
金
）～
27

日（
土
）の
指
定
さ
れ
た
日（
都
城
駐
屯
地
）

● 
最
終
合
格
発
表
日
＝
令
和
６
年
２
月
８
日

（
木
）

●
入
校
時
期
＝
令
和
６
年
４
月
上
旬

【
第
５
回
自
衛
官
候
補
生
】

●
資
格
＝
18
歳
以
上
33
歳
未
満

　
※
採
用
予
定
月
の
１
日
に
お
い
て
の
年
齢

●�

受
付
期
間
＝
11
月
11
日（
土
）～
令
和
６
年

問

１
月
９
日（
火
）

●
試
験
期
日

・ 

筆
記
＝
令
和
６
年
１
月
20
日（
土
）
～
23

日（
火
）（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
）

・ 

身
体
検
査
・
口
述
＝
令
和
６
年
１
月
28
日

（
日
）（
都
城
駐
屯
地
）

● 

最
終
合
格
発
表
日
＝
令
和
６
年
２
月
７
日

（
水
）

● 

入
隊
時
期
＝
令
和
６
年
３
月
下
旬
～
４
月

上
旬

【
第
６
回
自
衛
官
候
補
生
】

●
資
格
＝
18
歳
以
上
33
歳
未
満

※
採
用
予
定
月
の
１
日
に
お
い
て
の
年
齢

●�

受
付
期
間
＝
令
和
６
年
１
月
10
日（
水
）

～
２
月
９
日（
金
）

●
試
験
期
日

・ 

筆
記
＝
令
和
６
年
２
月
17
日（
土
）～
20

日（
火
）（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
）

・ 

身
体
検
査
・
口
述
＝
令
和
６
年
２
月
23
日

（
金
・
祝
）（
新
田
原
基
地
）

● 

最
終
合
格
発
表
日
＝
令
和
６
年
３
月
８
日

（
金
）

● 

入
隊
時
期
＝
令
和
６
年
３
月
下
旬
～
４
月

上
旬

　

  

宮
崎
地
方
協
力
本
部 

日
南
地
域
事
務
所

（
日
南
市
飫
肥
5
丁
目
３

－

45
）

　
☎
32

－

５
０
６
６

　
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

【自衛官募集サイト】

年
末
年
始
の
水
道
業
務
に
つ
い
て

（
お
知
ら
せ
）

　

市
役
所
は
12
月
29
日（
金
）
か
ら
令
和
６

年
１
月
３
日（
水
）
ま
で
、
一
部
を
除
き
業

務
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
期
間
中
の

水
道
管
破
損
な
ど
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
警

備
員（
☎
72

－

１
１
１
１
）
ま
た
は
、
次
の

業
者
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、

氷
点
下
の
日
は
凍
結
に
よ
る
水
道
管
破
損
が

多
く
な
り
ま
す
。
水
道
管
の
凍
結
に
ご
留
意

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
メ
ー
タ
ー
よ
り
宅
内
側
の
修
理
費

は
使
用
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、
宅
内

側
の
修
理
に
つ
い
て
は
、
お
近
く
の
水
道
工

事
指
定
店
に
依
頼
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※ 

水
道
工
事
指
定
店
以
外
で
修
理
す
る
と
減

免
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

● 

水
道
修
理
当
番

12
月
29
日（
金
）

・
吉
野
建
築　
（
☎
72

－

2
5
0
8
）

・
㈱
北
川
設
備（
☎
72

－

4
7
3
3
）

12
月
30
日（
土
）

・
㈲
橋
川
設
備（
☎
74

－
2
8
6
3
）

・
㈲
大
洋
建
設（
☎
72

－

5
9
2
0
）

12
月
31
日（
日
）

・
㈲
畑
山
商
事（
☎
74

－

2
5
4
7
）

・
㈱
増
田
建
設（
☎
72

－

2
3
2
5
）

１
月
１
日（
月
）

・
野
辺
建
設
㈱（
☎
74

－

2
4
1
0
）

・
㈱
増
田
工
業（
☎
72

－

0
1
7
0
）

１
月
２
日（
火
）

・
㈱
剣
工
務
店（
☎
72

－

1
6
2
4
）

・
㈱
九
電
工　
（
☎
72

－

0
1
2
5
）

１
月
３
日（
水
）

・
㈲
大
日
電
工（
☎
72

－

1
2
9
0
）

・
㈲
大
王
工
業（
☎
72

－

6
7
8
7
）

相
続
登
記
の
促
進
に
関
す
る�

法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
相
続
登
記
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た
！

　
相
続
登
記
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す（
令

和
６
年
４
月
１
日
～
）。

・ 

相
続
に
よ
っ
て
不
動
産
を
取
得
し
た
相
続

人
は
、
所
有
権
を
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ

た
日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
を
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

・ 

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
義
務
に
違
反

し
た
場
合
、
10
万
円
以
下
の
過
料
の
適
用

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

  

宮
崎
地
方
法
務
局

☎
０
９
８
５

－

22

－

５
１
２
４

問
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問い合わせ先　市民生活課市民係　☎７２‐１１１７（内線２２５・２２６）／ 都城年金事務所　☎０９８６‐２３‐２５７１

国
民
年
金
保
険
料
の
割
引
制
度
が
あ
り
ま
す
！

　

現
金
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
で
保
険
料
を

前
納
し
た
場
合
、
毎
月
払
い
と
比
べ
２
年
前
納
な

ら
１
万
４
，
８
３
０
円
、
１
年
前
納
な
ら
３
，
５

２
０
円
、
６
カ
月
前
納
で
も
８
１
０
円
の
割
り
引

き
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
を
利
用
し
て
保
険
料
を
前
納

し
た
場
合
、
毎
月
払
い
と
比
べ
２
年
前
納
な
ら
１

万
６
，
１
０
０
円
、
１
年
前
納
な
ら
４
，
１
５
０

円
、
６
カ
月
前
納
で
も
１
，
１
３
０
円
の
割
り
引

き
と
な
り
、
大
変
お
得
で
す
。
ま
た
納
付
期
限
は

翌
月
末
で
す
が
、
当
月
末
に
す
る
こ
と
に
よ
り
５

０
円
割
り
引
き
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
申
し
込

み
期
限
が
異
な
り
ま
す
の
で
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

一
部
免
除
を
受
け
た
と
き
は

残
り
の
保
険
料
の
納
付
を
忘
れ
ず
に
！

　

一
般
免
除
は
、
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年

の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
承
認
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
４
分
の
３
免
除
、
半
額
免
除
、
４

分
の
１
免
除
は
、
納
付
す
べ
き
保
険
料
の
一
部
が

免
除
さ
れ
る
こ
と
か
ら
一
部
免
除
と
い
い
ま
す
。

こ
の
一
部
免
除
を
受
け
た
保
険
料
の
残
り
の
保
険

料
、
つ
ま
り
免
除
を
受
け
て
い
な
い
保
険
料
は
、

必
ず
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

免
除
が
承
認
さ
れ
て
も
、
納
付
さ
れ
な
い
と
保

険
料
未
納
期
間
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
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